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 北本市手数料条例の一部を次のように改正する。 
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北本市手数料条例の一部を改正する条例 

 

北本市手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項各号列記以外の部分中「建築主事」の次に「及び建築

副主事」を加え、同項第３０号ア中「次の表の左欄に掲げる床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額」を「第２８号アに定

める額に２分の１を乗じて得た額」に改め、同号アの表を削り、同号イ

中「次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げる額」を「第２８号イに定める額に２分の１を乗じて得た

額」に改め、同号イの表を削り、同号ウ中「次の表の左欄に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額」を「第２８号

ウに定める額に２分の１を乗じて得た額」に改め、同号ウの表を削り、

同項第３１号イ中「適合している」を「定める基準に適合する」に改

め、同号ウ中「ア以外の場合」を「アに規定する場合以外の場合」に改

め、同号エ及びオ中「適合している」を「定める基準に適合している」

に改め、同項第３３号イ及びウ中「適合している」を「定める基準に適

合する」に改め、同号エ及びオ中「適合している」を「定める基準に適



合している」に改め、同項第３４号イ及びウ中「適合するもの」を「適

合するとき■次の（ア）及び（イ）に掲げる建築物の区分に応じ、それ

ぞれ当該（ア）及び（イ）に定める額」に改め、同項第３６号中「認定

申請手数料」を「認定申請手数料 申請１件につき次のア及びイに掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ当該ア及びイに定める額」に改め、同号

ア中「場合」を「場合 次の（ア）及び（イ）に掲げる建築物の区分に

応じ、それぞれ当該（ア）及び（イ）に定める額」に改め、同号イ中

「ア以外の場合」を「アに規定する場合以外の場合  次の（ア）及び

（イ）に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該（ア）及び（イ）に

定める額」に改める。 

第２条第１項中第８７号を第８９号とし、第５７号から第８６号ま

でを２号ずつ繰り下げ、第５６号の次に次の２号を加える。 

 (５７) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７条の１

２第６項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等に対する敷地

と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定を申請する場合の手

数料の額 認定申請１件につき ２７，０００円 

 (５８) 建築基準法施行令第１３７条の１２第７項の規定に基づく既存建

築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係

る認定を申請する場合の手数料の額  認定申請１件につき  ２

７，０００円 

 第２条第４項中「第１項第５７号」を「第１項第５９号」に改め、同

条第５項中「第１項第５８号及び第５９号」を「第１項第６０号及び第

６１号」に改める。 

 第３条中「前条第１項第５７号から第５９号まで」を「前条第１項第

５９号から第６１号まで」に改める。 

 第５条第８項中「第２条第１項第６０号から第８７号まで」を「第２

条第１項第６２号から第８９号まで」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


